
 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症への複数の市職員の感染について 

 

 このことについて、今般、市役所本庁舎等に勤務する複数の市職員が新型コロ

ナウイルス感染症に感染しましたので、下記のとおり報告いたします。 

 

記 

 

 １ 感 染 者 

⑴ 企画財政部財政課 職員 

⑵ 総務部職員課付 職員 

⑶ 健康福祉部福祉総務課 職員 

 ２ 発 症 日 

令和４年１月１２日（水）又は同月１３日（木） 

 ３ 状 況 等 

複数の市職員が参加した大人数の会食において新型コロナウイルス感染症

患者が発生したことを受けて、それぞれ１月１２日（水）又は同月１３日（木）

にＰＣＲ検査を受けたところ、３人の市職員が陽性であることが確認されま

した。なお、当該市職員には、発熱等の症状があります。 

 ４ 濃厚接触者 

保健所の調査により確認中です。 

 ５ 勤 務 場 所 

⑴ 市役所本庁舎３階 企画財政部財政課 

⑵ 派遣先の事務室 

⑶ 市役所本庁舎１階 健康福祉部福祉総務課 

 ６ 施設の立ち入り制限及び消毒作業の実施状況 

感染した市職員の活動した事務室や共用スペースの消毒は実施済です。 

なお、市役所本庁舎は通常どおり開庁しています。 
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 ７ そ の 他 

⑴ 今般の市職員の感染を受けて、本日、各部課長宛てに、別紙のとおり、

飲酒を伴う会食の自粛を含む感染防止対策の徹底を通知しました。 

⑵ 現在、クラスター感染は確認されていません。 
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新型コロナウイルス感染症への複数の市職員の感染を 

踏まえた対応について（通知） 

 

本日、複数の市職員が新型コロナウイルス感染症に罹患した旨報告がありました

が、これらの職員は、飲酒を伴う同一の会食の機会を通じて感染したものと見られ

れています。 

今回の感染がオミクロン株によるものかどうかは明らかになっていませんが、報

道によれば、オミクロン株は強い感染力を有しているとのことであり、職員につい

ても、感染防止を強く意識し、飲酒を伴う会食など、感染リスクの高い場所への外

出やリスクの高い行動を控える必要があります。 

つきましては、令和３年１１月３０日付事務連絡で通知した基本的な感染防止策

等をこれまで以上に徹底するとともに、当面、下記の取組を実施してくださるよう

お願いします。 

 

記 

 

１ 飲酒を伴う会食は、自粛すること。 

 

２ 飲酒を伴わない会食についても、必要最小限とすること。 

 

３ 会議（附属機関等の会議を含む。）は、書面開催など非対面を原則とすること。 

 

４ 新型コロナウイルス感染症への感染に不安がある場合は、積極的にＰＣＲ検査

等を受検すること。 

 


